
以
上
に
な
り
ま
す
と
、
一
般
の
国
保

の
加
入
者
と
な
り
ま
す
。

義
務
教
育
就
学
前
の
子
ど
も
の

負
担
割
合
が
２
割
に
な
り
ま
す

乳
幼
児
の
医
療
費
を
２
割
負
担
に

軽
減
す
る
対
象
年
齢
が
「
３
歳
未
満
」

か
ら
「
義
務
教
育
就
学
（
小
学
校
入

学
）
前
」
ま
で
に
拡
大
さ
れ
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が

ス
タ
ー
ト
し
ま
す

こ
れ
ま
で
は
、
75
歳
（
一
定
の
障

害
が
あ
る
場
合
は
65
歳
）
以
上
の
人

は
国
保
や
社
会
保
険
な
ど
の
医
療
保

険
制
度
に
加
入
し
な
が
ら
「
老
人
保

健
制
度
」
で
医
療
を
受
け
て
い
ま
し

た
が
、
平
成
20
年
４
月
か
ら
は
新
た

に
独
立
し
た
医
療
保
険
制
度
と
な
る

「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」
で
医
療
を

受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

新
し
い
健
診
制
度
がはじ

ま
り
ま
す

こ
れ
ま
で
基
本
健
診
は
、
老
人
保

健
事
業
の
一
環
と
し
て
市
町
村
が
中

心
と
な
っ
て
実
施
し
て
い
ま
し
た
が
、

平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
は
、
市
民

の
み
な
さ
ん
が
加
入
さ
れ
て
い
る
医

療
保
険
の
保
険
者
（
長
門
市
国
民
健

康
保
険
や
健
康
保
険
組
合
、
社
会
保

険
事
務
所
等
）
が
「
特
定
健
診
」、「
特

定
保
健
指
導
」
を
実
施
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
増
え
続
け
る
国
民
医
療

費
を
抑
制
し
、
み
な
さ
ん
の
健
康
を

守
る
た
め
、
よ
り
効
果
的
に
生
活
習

慣
病
を
予
防
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
行
わ
れ
る
も
の
で
す
。

く
わ
し
く
は
、
加
入
さ
れ
て
い
る

健
康
保
険
の
保
険
者
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

特
定
健
診

心
臓
病
や
脳
卒
中
な
ど
に
つ
な
が

る
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
と

そ
の
予
備
群
の
人
を
早
期
発
見
し
て

い
き
ま
す
。

特
定
保
健
指
導

保
健
指
導
は
、
特
定
健
診
結
果
か

ら
対
象
者
を
選
定
し
、
質
問
表
の
結

果
な
ど
を
考
慮
し
な
が
ら
「
積
極
的

支
援
」、「
動
機
づ
け
支
援
」、「
情
報
提

供
」
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
合
わ
せ

た
生
活
改
善
支
援
を
行
い
ま
す
。

国
保
特
定
健
診
の
ポ
イ
ン
ト

・
国
保
被
保
険
者
の
う
ち
40
〜
74
歳

の
人
が
対
象
に
な
り
ま
す

・
国
保
が
実
施
し
、
健
診
デ
ー
タ
は

国
保
が
保
管
し
ま
す

・
新
し
い
検
査
項
目
が
加
わ
り
ま
す
。

内
臓
脂
肪
型
肥
満
発
見
の
た
め
腹

囲
測
定
等
が
加
わ
り
ま
す

70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
人
の

自
己
負
担
割
合
が
変
わ
り
ま
す

70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
人
が
医
療

機
関
等
に
か
か
っ
た
と
き
の
自
己
負

担
割
合
は
、
原
則
１
割
、
現
役
並
み

所
得
者
３
割
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、

現
役
並
み
所
得
以
外
の
人
に
つ
い
て

は
２
割
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

国
保
退
職
者
医
療
制
度
の

対
象
年
齢
が
変
わ
り
ま
す

一
定
の
期
間
以
上
会
社
な
ど
に
勤

め
ら
れ
た
う
え
、
退
職
し
て
国
保
に

加
入
し
、
被
用
者
年
金
（
厚
生
年
金

等
）
を
受
け
ら
れ
る
人
と
そ
の
被
扶

養
者
は
、
退
職
者
医
療
制
度
で
医
療

を
受
け
ま
す
が
、
平
成
20
年
４
月
か

ら
は
そ
の
対
象
年
齢
が
75
歳
未
満
か

ら
65
歳
未
満
に
変
わ
り
ま
す
。
65
歳

70
歳
以
上
の
人
の
入
院
時
食
事
代
減

額
・
医
療
費
自
己
負
担
に
か
か
る
限

度
額
適
用
に
は
申
請
が
必
要
で
す

老
人
医
療
受
給
者
の
人
ま
た
は
70

歳
以
上
の
国
保
被
保
険
者
の
入
院
時

食
事
代
は
、
医
療
費
と
は
別
に
１
食

当
た
り
の
標
準
負
担
額
を
自
己
負
担

し
ま
す
。
住
民
税
非
課
税
世
帯
等
の

人
に
つ
い
て
は
、
自
己
負
担
額
が
減

額
さ
れ
ま
す
。

こ
の
判
定
の
基
準
と
な
る
所
得
年

度
が
８
月
１
日
で
切
り
替
わ
る
た
め
、

老
人
医
療
受
給
者
ま
た
は
70
歳
以
上

の
国
保
被
保
険
者
で
非
課
税
世
帯
に

該
当
さ
れ
る
人
は
、
印
鑑
を
持
参
の

上
、
市
民
課
国
保
年
金
医
療
係
ま
た

は
各
総
合
支
所
市
民
生
活
係
へ
医
療

費
自
己
負
担
額
に
つ
い
て
の
限
度
額

適
用
と
合
わ
せ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

70
歳
未
満
の
人
の

入
院
時
食
事
代
減
額
に
つ
い
て

70
歳
未
満
の
人
に
つ
い
て
は
、
世

帯
主
お
よ
び
世
帯
内
の
国
保
被
保
険

者
全
員
が
住
民
税
非
課
税
の
場
合
、

同
様
に
、
申
請
に
よ
り
入
院
時
の
１

食
当
た
り
の
自
己
負
担
額
が
減
額
さ

れ
ま
す
。

70
歳
未
満
の
人
の
入
院
時
現
物
給
付

（
自
己
負
担
額
に
つ
い
て
の
限
度
額
適

用
）
に
つ
い
て

70
歳
未
満
の
国
保
被
保
険
者
の
人

が
入
院
し
た
場
合
、
窓
口
で
の
支
払

い
は
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
す
る

制
度
が
、
平
成
19
年
４
月
１
日
か
ら

始
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て

も
、
自
己
負
担
限
度
額
の
算
定
の
基

準
と
な
る
所
得
の
対
象
年
度
が
切
り

替
わ
り
、
８
月
１
日
か
ら
適
用
の
た

め
、
毎
年
申
請
が
必
要
で
す
。

な
お
、
保
険
料
（
税
）
に
未
納
が
あ

る
場
合
は
交
付
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

高
額
療
養
費
の
支
給
対
象
に
つ
い
て

薬
局
に
お
い
て
院
外
処
方
で
支
払

っ
た
一
部
負
担
金
は
、
そ
の
処
方
せ

ん
を
出
し
た
医
療
機
関
に
支
払
っ
た

一
部
負
担
金
と
合
わ
せ
て
計
算
さ
れ

ま
す
。
老
人
医
療
受
給
者
以
外
の
国

保
被
保
険
者
の
人
の
高
額
療
養
費
支

給
に
は
、
申
請
が
必
要
で
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
　
国
保
年
金
医
療
係

TEL
23
‐
１
１
４
３

医
療
費
自
己
負
担
額
減
額
制
度
の
お
知
ら
せ

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
ポ
イ
ン
ト

・
制
度
の
運
営
は
都
道
府
県
単
位
で

す
べ
て
の
市
区
町
村
が
加
入
す
る

「
広
域
連
合
」
が
行
い
ま
す

・
広
域
連
合
の
区
域
内
に
住
む
75
歳

（
一
定
の
障
害
が
あ
る
場
合
は
65

歳
）
以
上
の
人
は
、
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
加
入
者
と
な
り
ま
す

・
財
源
の
約
１
割
が
加
入
者
の
納
め

る
保
険
料
と
な
り
ま
す
。
保
険
料

は
広
域
連
合
ご
と
に
決
め
ら
れ
、

原
則
と
し
て
年
金
か
ら
徴
収
さ
れ

ま
す
。
今
ま
で
自
分
で
保
険
料
を

払
っ
て
い
な
か
っ
た
社
会
保
険
な

ど
の
被
扶
養
者
も
保
険
料
を
負
担

し
ま
す

山
口
県
広
域
連
合
で
は
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
て
い
ま
す

山
口
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
で
は
「
山
口
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
広
域
計
画
」
の
作
成
に
関

し
、
そ
の
素
案
に
つ
い
て
の
意
見
を

募
集
し
て
い
ま
す
。

く
わ
し
く
は
次
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ア
ド
レ
ス
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http://w
w
w
.koukikourei.

tow
nnet.pref.yam

aguchi.jp/
pub/com

m
ent.htm

l

■
募
集
期
間
　
８
／
８
（水）
ま
で

■
問
い
合
わ
せ

長
門
市
役
所
市
民
福
祉
部

市
民
課
国
保
年
金
医
療
係

TEL
23
‐
１
１
４
３

み
な
さ
ん
が
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
た
め
に
、
国

民
皆
保
険
が
持
続
で
き
る
よ
う
医
療
保
険
制
度
の
見
直
し
が

行
わ
れ
ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

今
後
、
市
で
は
、
政
省
令
の
公
布
、
改
正
等
に
あ
わ
せ
、

く
わ
し
い
内
容
を
随
時
お
知
ら
せ
し
ま
す
。


